
平
成
二
十
年
十
二
月
九
日
受
領

答

弁

第

二

九

〇

号

内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
九
〇
号

平
成
二
十
年
十
二
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
宇
宙
の
軍
事
利
用
目
的
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
宇
宙
の
軍
事
利
用
目
的
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
昭
和
四
十
四
年
五
月
九
日
の
国
会
決
議
（
以
下
「
昭
和
四
十
四
年
国
会
決
議
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
我
が
国

の
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
（
以
下
「
宇
宙
開
発
利
用
」
と
い
う
。
）
が
立
ち
遅
れ
た
か
否
か
を
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

（
二
）
及
び
（
四
）
に
つ
い
て

昭
和
四
十
四
年
国
会
決
議
及
び
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
い
て
御
議
論
い
た
だ
く
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
宇
宙
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
我
が
国
の
宇
宙
開
発
利
用
は
、
宇
宙

開
発
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
の
理
念
に
の
っ
と
り
、

行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
国
は
、
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
我
が
国
の

安
全
保
障
に
資
す
る
宇
宙
開
発
利
用
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
法
の
国

会
審
議
に
お
い
て
は
、
同
法
の
提
案
者
か
ら
、
専
守
防
衛
の
範
囲
内
で
我
が
国
の
防
衛
の
た
め
に
宇
宙
開
発
利
用
を
行
う
こ

一



と
は
、
昭
和
四
十
四
年
国
会
決
議
の
文
言
及
び
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。

（
三
）
に
つ
い
て

防
衛
分
野
に
お
け
る
宇
宙
開
発
利
用
に
つ
い
て
は
、
宇
宙
基
本
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
が

作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
宇
宙
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
そ
の
方
針
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在
、
政
府
に
お
い
て
、
所
要
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、

お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
防
衛
省
・
自
衛
隊
が
宇
宙
開
発
利
用
を
行
う
場
合
に
も
、
宇
宙
基
本
法
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
、
我
が
国
の
宇
宙
開
発
利
用
は
、
我
が
国
の
宇
宙
産
業
そ
の
他
の
産
業
の
技
術
力
及
び
国
際
競
争
力
の

強
化
を
も
た
ら
し
、
も
っ
て
我
が
国
産
業
の
振
興
に
資
す
る
よ
う
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と

承
知
し
て
い
る
。

（
五
）
か
ら
（
八
）
ま
で
に
つ
い
て

防
衛
省
・
自
衛
隊
の
情
報
収
集
に
関
す
る
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
情
報
収
集
活
動
に
支
障
を
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

二



ま
た
、
宇
宙
基
本
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
我
が
国
の
宇
宙
開
発
利
用
は
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の

国
際
約
束
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

個
別
具
体
的
な
衛
星
の
保
有
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
都
度
、
検
討
が
行
わ
れ
る
べ

き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
「
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｔ
（
対
衛
星
兵
器
）
」
及
び
「
キ
ラ
ー
衛
星
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
確
立
し
た
定
義
が

あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

（
九
）
に
つ
い
て

防
衛
省
の
宇
宙
開
発
利
用
推
進
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
宇
宙
基
本
法
の
成
立
を
踏
ま
え
、
防
衛
省

と
し
て
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
宇
宙
開
発
利
用
を
推
進
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
委
員
長
で
あ
る
防

衛
副
大
臣
、
委
員
長
代
理
で
あ
る
防
衛
大
臣
政
務
官
、
副
委
員
長
で
あ
る
事
務
次
官
並
び
に
委
員
で
あ
る
大
臣
官
房
長
、
防

衛
政
策
局
長
、
運
用
企
画
局
長
、
経
理
装
備
局
長
、
法
制
・
Ｉ
Ｔ
等
担
当
防
衛
参
事
官
、
総
合
取
得
改
革
担
当
防
衛
参
事
官
、

技
術
監
、
統
合
幕
僚
長
、
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
、
航
空
幕
僚
長
、
情
報
本
部
長
及
び
技
術
研
究
本
部
長
に
よ
り
構
成

さ
れ
る
。

三



委
員
会
の
下
に
は
、
宇
宙
開
発
利
用
の
基
本
方
針
の
策
定
に
資
す
る
検
討
を
行
う
た
め
に
、
基
本
方
針
作
業
チ
ー
ム
が
置

か
れ
、
同
チ
ー
ム
は
、
作
業
チ
ー
ム
長
で
あ
る
防
衛
政
策
局
次
長
、
作
業
チ
ー
ム
長
代
理
で
あ
る
防
衛
政
策
局
防
衛
政
策
課

長
並
び
に
作
業
チ
ー
ム
員
で
あ
る
防
衛
政
策
局
防
衛
計
画
課
長
、
防
衛
政
策
局
調
査
課
長
、
運
用
企
画
局
情
報
通
信
・
研
究

課
長
、
経
理
装
備
局
技
術
計
画
官
、
防
衛
政
策
局
防
衛
政
策
課
宇
宙
・
海
洋
政
策
室
長
、
統
合
幕
僚
監
部
防
衛
計
画
部
防
衛

課
長
、
統
合
幕
僚
監
部
防
衛
計
画
部
計
画
課
長
、
陸
上
幕
僚
監
部
防
衛
部
防
衛
課
長
、
海
上
幕
僚
監
部
防
衛
部
防
衛
課
長
、

航
空
幕
僚
監
部
防
衛
部
防
衛
課
長
、
情
報
本
部
計
画
部
長
及
び
技
術
研
究
本
部
技
術
企
画
部
企
画
課
長
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

（
十
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
発
言
は
、
宇
宙
基
本
法
を
踏
ま
え
、
米
国
、
欧
州
諸
国
等
に
お
け
る
宇
宙
開
発
利
用
の
例
を
参
考
に
し
つ
つ
、

我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
宇
宙
開
発
利
用
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

（
十
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
委
員
会
第
二
回
会
合
に
お
い
て
は
、
慶
応
義
塾
大
学
総
合
政
策
学
部
教
授
の
青
木
節
子
氏
か
ら
、
法
制
面
か
ら

見
た
防
衛
目
的
で
の
宇
宙
開
発
利
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
省
宇
宙
開
発
委
員
会
委
員
の
池
上
徹
彦
氏
か
ら
、
我

が
国
に
お
け
る
宇
宙
関
連
技
術
の
動
向
に
つ
い
て
、
社
団
法
人
日
本
航
空
宇
宙
工
業
会
技
術
顧
問
の
中
田
勝
敏
氏
か
ら
、
防

四



衛
目
的
で
の
宇
宙
開
発
利
用
の
技
術
的
可
能
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
。

（
十
二
）
に
つ
い
て

（
十
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
講
師
の
招
へ
い
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
宇
宙
開
発
委
員
会
委
員
で
あ
る
池
上
徹
彦
氏
の
招

へ
い
に
つ
い
て
は
、
防
衛
大
臣
か
ら
文
部
科
学
大
臣
に
対
す
る
依
頼
に
関
し
文
書
に
よ
る
決
裁
が
行
わ
れ
た
。
他
の
二
名
の

講
師
の
招
へ
い
に
つ
い
て
は
、
文
書
に
よ
る
決
裁
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
委
員
会
の
委
員
長
の
職
務
上
の
権
限
に
お
い
て

行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
講
師
に
対
す
る
謝
礼
金
に
つ
い
て
は
、
受
領
を
辞
退
し
た
講
師
を
除
き
、
そ
の
支
払
に
関
し
文
書
に
よ

る
決
裁
が
行
わ
れ
た
。

（
十
三
）
に
つ
い
て

宇
宙
開
発
戦
略
本
部
の
構
成
員
は
、
す
べ
て
の
国
務
大
臣
で
あ
る
。

宇
宙
開
発
戦
略
専
門
調
査
会
の
構
成
員
は
、
慶
應
義
塾
大
学
総
合
政
策
学
部
教
授
の
青
木
節
子
氏
、
株
式
会
社
読
売
新
聞

東
京
本
社
専
務
取
締
役
論
説
委
員
長
の
朝
倉
敏
夫
氏
、
国
立
大
学
法
人
東
京
大
学
法
学
部
教
授
の
北
岡
伸
一
氏
、
リ
コ
ー
ソ

フ
ト
ウ
エ
ア
株
式
会
社
取
締
役
会
長
の
國
井
秀
子
氏
、
大
同
工
業
大
学
学
長
の
澤
岡
昭
氏
、
株
式
会
社
日
立
製
作
所
取
締
役

五



会
長
・
社
団
法
人
電
子
情
報
技
術
産
業
協
会
会
長
の
庄
山
悦
彦
氏
、
特
例
財
団
法
人
日
本
総
合
研
究
所
会
長
の
寺
島
実
郎
氏
、

元
宇
宙
科
学
研
究
所
所
長
の
西
田
篤
弘
氏
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
気
象
キ
ャ
ス
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
副
代
表
の
藤
森
凉
子

氏
、
株
式
会
社
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
取
締
役
社
長
の
前
田
晃
伸
氏
、
株
式
会
社
バ
ン
ダ
イ
社
外
取
締
役
の
松

永
真
理
氏
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
総
長
の
松
本
紘
氏
、
漫
画
家
・
特
例
財
団
法
人
日
本
宇
宙
少
年
団
理
事
長
・
特
例
社

団
法
人
中
央
青
少
年
団
体
連
絡
協
議
会
会
長
の
松
本
零
士
氏
、
キ
ヤ
ノ
ン
株
式
会
社
代
表
取
締
役
会
長
の
御
手
洗
冨
士
夫
氏
、

日
本
科
学
未
来
館
館
長
の
毛
利
衛
氏
及
び
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
取
締
役
社
長
の
渡
辺
捷
昭
氏
で
あ
る
。

宇
宙
開
発
利
用
体
制
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
は
、
慶
應
義
塾
大
学
総
合
政
策
学
部
教
授
の
青
木
節
子
氏
、

リ
コ
ー
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
株
式
会
社
取
締
役
会
長
の
國
井
秀
子
氏
、
国
立
大
学
法
人
東
京
大
学
大
学
院
理
学
系
研
究
科
教
授
の

佐
藤
勝
彦
氏
、
国
立
大
学
法
人
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
教
授
の
田
中
明
彦
氏
、
特
例
社
団
法
人
日
本
航
空
宇
宙
工
業
会

常
務
理
事
の
田
中
俊
二
氏
、
国
立
大
学
法
人
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
教
授
の
中
須
賀
真
一
氏
、
国
立
大
学
法
人
京

都
大
学
大
学
院
公
共
政
策
連
携
研
究
部
教
授
の
中
西
寛
氏
及
び
特
例
社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
連
合
会
常
務
理
事
の
椋
田
哲

史
氏
で
あ
る
。

宇
宙
活
動
に
関
す
る
法
制
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
は
、
慶
應
義
塾
大
学
総
合
政
策
学
部
教
授
の
青
木
節
子

六



氏
、
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
航
空
宇
宙
事
業
本
部
宇
宙
機
器
部
部
長
の
淺
田
正
一
郎
氏
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
大
学
宇
宙

工
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
事
務
局
長
の
川
島
レ
イ
氏
、
デ
ジ
タ
ル
ハ
リ
ウ
ッ
ド
大
学
教
授
の
小
菅
敏
夫
氏
、
上
智
大
学
法
学
研

究
科
教
授
の
小
塚
荘
一
郎
氏
、
ス
カ
パ
ー
Ｊ
Ｓ
Ａ
Ｔ
株
式
会
社
経
営
企
画
本
部
経
営
企
画
部
長
の
佐
々
木
学
氏
、
東
京
海
上

日
動
火
災
保
険
株
式
会
社
航
空
保
険
部
宇
宙
保
険
室
長
の
白
井
恭
一
氏
、
特
例
社
団
法
人
日
本
航
空
宇
宙
工
業
会
常
務
理
事

の
田
中
俊
二
氏
、
衛
星
測
位
シ
ス
テ
ム
協
議
会
事
務
局
長
の
西
口
浩
氏
、
株
式
会
社
パ
ス
コ
衛
星
事
業
部
副
事
業
部
長
の
福

永
哲
雄
氏
及
び
特
例
社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
連
合
会
常
務
理
事
の
椋
田
哲
史
氏
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
構
成
員
の
方
々
に
つ
い
て
は
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
見
に
基
づ
き
、
幅
広
い
観
点
か
ら

の
御
意
見
を
い
た
だ
け
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

（
十
四
）
に
つ
い
て

宇
宙
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
を
目
途
に
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
に
お
い
て
作
成
す
る
予
定
で
あ
り
、

そ
の
際
、
必
要
に
応
じ
、
委
員
会
の
検
討
結
果
も
踏
ま
え
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
十
五
）
に
つ
い
て

現
行
の
「
平
成
十
七
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
安
全
保
障
会
議
決
定

七



・
閣
議
決
定
）
に
つ
い
て
は
、
策
定
の
五
年
後
に
は
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
安
全
保
障
環
境
等
を
勘
案
し
検
討
を
行
い
、
必

要
な
修
正
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
現
行
の
「
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
十
七
年
度
〜
平
成
二
十
一
年
度

）
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
安
全
保
障
会
議
決
定
・
閣
議
決
定
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
が

そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
防
衛
力
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
政
府
に
お
い
て
、

所
要
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
点
を
含
め
そ
の
内
容
に
つ
い
て
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

（
十
六
）
に
つ
い
て

宇
宙
開
発
戦
略
本
部
、
宇
宙
開
発
戦
略
専
門
調
査
会
、
宇
宙
開
発
利
用
体
制
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
及
び
宇
宙
活
動

に
関
す
る
法
制
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
以
下
「
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
率
直
な
意
見

交
換
を
行
っ
て
い
た
だ
く
た
め
非
公
開
と
し
、
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
等
に
お
け
る
発
言
者
の
氏
名
及
び
発
言
内
容
の
す
べ
て

を
公
開
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
て
い
る
が
、
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
等
に
お
け
る
議
論
の
透
明
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
主

な
発
言
内
容
等
を
記
録
し
た
議
事
要
旨
を
公
開
し
、
配
付
資
料
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
、
公
開
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
十
七
）
に
つ
い
て
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宇
宙
開
発
戦
略
本
部
等
に
お
け
る
構
成
員
以
外
の
有
識
者
か
ら
の
意
見
聴
取
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
の
状
況
に
即
し
て
、

そ
の
都
度
、
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
等
に
お
い
て
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
あ
ら
か
じ
め
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

（
十
八
）
に
つ
い
て

委
員
会
に
つ
い
て
は
、
率
直
な
意
見
交
換
を
行
う
た
め
非
公
開
と
し
、
委
員
会
に
お
け
る
発
言
者
の
氏
名
及
び
発
言
内
容

の
す
べ
て
を
公
開
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
て
い
る
が
、
委
員
会
に
お
け
る
議
論
の
透
明
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
主
な
発

言
内
容
等
を
記
録
し
た
議
事
要
旨
を
公
開
し
、
配
付
資
料
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
、
公
開
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
十
九
）
に
つ
い
て

委
員
会
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
部
外
有
識
者
を
招
へ
い
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
招
へ
い
に
当
た
っ
て
は
、

防
衛
省
と
し
て
の
宇
宙
開
発
利
用
の
検
討
に
有
益
な
法
制
、
技
術
等
に
係
る
専
門
的
知
見
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
を
考
慮
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
二
十
）
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
十
一
月
四
日
開
催
の
宇
宙
開
発
戦
略
専
門
調
査
会
の
会
合
で
配
付
さ
れ
た
資
料
に
お
け
る
「
宇
宙
機
関
」
に
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つ
い
て
は
、
今
後
、
宇
宙
基
本
計
画
の
作
成
過
程
に
お
い
て
、
宇
宙
基
本
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
宇
宙
開
発
利
用
に

関
す
る
機
関
に
つ
い
て
の
検
討
状
況
も
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
都
度
、
個
別
具
体
に
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、

あ
ら
か
じ
め
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
宇
宙
開
発
戦
略
専
門
調
査
会
に
お
け
る
検
討
の
対
象
と
な
る
行
政
組
織
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
都
度
、

個
別
具
体
に
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
二
十
一
）
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
政
府
に
お
い
て
、
所
要
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
宇
宙
基
本
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
「
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
そ
の
他
の
宇
宙
開
発
利
用
に

関
す
る
機
関
」
に
つ
い
て
は
、
同
法
の
国
会
審
議
に
お
い
て
は
、
同
法
の
提
案
者
か
ら
、
宇
宙
開
発
の
実
施
を
担
う
独
立
行

政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
等
が
考
え
ら
れ
る
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
を
行
う
中
で
、
個
別
具
体
に
判
断
す
る
も
の
で
あ

り
、
あ
ら
か
じ
め
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
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（
二
十
二
）
に
つ
い
て

宇
宙
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
を
目
途
に
作
成
す
る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
宇
宙
活
動
に
関
す
る
法
制
に
つ
い
て
は
、
「
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
件
」
（
平
成
二
十
年
五
月

九
日
衆
議
院
内
閣
委
員
会
決
議
）
及
び
「
宇
宙
基
本
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
（
平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
参
議
院
内
閣

委
員
会
）
を
尊
重
し
、
宇
宙
基
本
法
の
施
行
後
二
年
以
内
を
目
途
に
整
備
す
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
二
十
三
）
に
つ
い
て

諸
外
国
に
お
い
て
は
、
衛
星
の
打
ち
上
げ
目
的
の
詳
細
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
一
概

に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
二
十
四
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
軍
事
用
」
及
び
「
民
生
用
」
の
区
分
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
御
指
摘
の
よ
う
な
宇
宙
開
発
利
用
に

関
す
る
予
算
の
区
分
は
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
二
十
五
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
自
衛
隊
の
個
別
の
活
動
に
伴
う
通
信
及
び
情
報
収
集
を
目
的
と
す
る
衛
星
の
具
体
的
な
利
用
状
況
に
つ

一
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い
て
は
、
今
後
の
自
衛
隊
の
活
動
に
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
防
衛
省
と
し
て
は
、
自
衛
隊
の
活
動
に
伴
う
衛
星
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
宇
宙
基
本
法
の
規
定
に
基

づ
き
、
必
要
な
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
二
十
六
）
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
防
衛
省
・
自
衛
隊
に
よ
る
宇
宙
開
発
利
用
は
、
国
民
の
生
活
や
権
利
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
行
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
、
衛
星
を
打
ち
上
げ
る
た
め
の
ロ
ケ
ッ
ト
の
発
射
に
際
し
、
自
衛
隊
が
当
該
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
ち
上
げ

射
場
の
警
備
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。

（
二
十
七
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
提
言
」
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
が
、
民
間
団
体
の
会
報
に
掲
載
さ
れ
た
記
述
の
内
容
に
つ
い
て
政
府
と

し
て
見
解
等
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

（
二
十
八
）
に
つ
い
て

準
天
頂
衛
星
に
つ
い
て
は
、
衛
星
測
位
に
関
す
る
技
術
実
証
及
び
利
用
実
証
を
目
的
と
し
た
人
工
衛
星
と
し
て
、
平
成
二

一
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十
二
年
度
の
打
ち
上
げ
を
目
指
し
、
初
号
機
の
開
発
を
進
め
て
い
る
。
当
該
初
号
機
は
、
そ
の
目
的
と
す
る
測
位
の
機
能
を

発
揮
す
る
た
め
に
必
要
な
通
信
機
能
以
外
の
通
信
機
能
は
有
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
当
該
初
号
機
か
ら
送
信
さ
れ
る
測
位
信

号
は
、
広
く
一
般
の
利
用
者
が
受
信
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
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